
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

五

一

号

内
閣
衆
質
一
七
九
第
五
一
号

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

野
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佳

彦

衆
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議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
職
員
の
職
務
遂
行
の
義
務
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
職
員
の
職
務
遂
行
の
義
務
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
寄
稿
（
出
版
）
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
職
員
に
対
し
て
、
職
務
と
し
て
御
指
摘
の
翻
訳
（
以
下
「
本
件
翻
訳
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
命
じ
た
事

実
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
職
員
の
「
時
間
的
余
裕
」
に
つ
い
て
は
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
お
尋
ね

の
職
員
が
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
一
条
に
規
定
す
る
職
務
に
専
念
す
る
義
務
に
違
反

し
て
本
件
翻
訳
を
行
っ
た
事
実
は
な
い
。

五
、
七
及
び
八
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
八
号
）
十
か
ら
十
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
、
本
件
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
職
員
に
対
し
報
酬
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
茂
田
宏
氏
が

報
酬
を
得
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
「
そ
れ
は
適
切
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

本
件
翻
訳
に
対
す
る
報
酬
の
支
払
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
職
員
に
確
認
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
寄
稿
（
出
版
）
届
に
よ
り
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
本
件
翻
訳
以
外
に
、
現
職
の
公
務
員
以

外
の
者
が
監
訳
を
し
た
著
書
に
つ
い
て
、
外
務
省
職
員
が
翻
訳
を
行
っ
た
事
例
は
な
い
。

二


